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平均工賃
／月

２２，０９８
３３，８９８
３，７６０

１７７，３３１
２８，１８７
６，９８６
１５，１２６
９，９４７
９７，３３５
１４，４３８
７，９８４
６，１９１
７，８８５
５３，２５４
１４，０１１
１７，８１４

工賃支払総額
（円）

１４４，１０２，９１８
７３，８３０，３８１
１８８，０００

３３，８７０，１５６
２５１，９９１，４５５
５３，９４３，６８２
４０２，２３９，９３８
１，４２２，３５０
４６，８１８，２１９
５０４，４２４，１８９
１８，５７１，７５８
８４８，１８４

１９，４１９，９４２
３３５，８７３，８２７
６４０，５０６，１８６

１，７５２，２１５，５９９

工賃支払対
象者延人数

６，５２１
２，１７８
５０
１９１

８，９４０
７，７２２
２６，５９２
１４３
４８１

３４，９３８
２，３２６
１３７

２，４６３
６，３０７
４５，７１５
９８，３６３

定 員

６４０
２０４
１９
２０
８８３
６５９

２，１２４
１０
４０

２，８３３
２１０
２０
２３０
６９８

４，１２７
８，７７１

施設数

１５
１０
１
１
２７
１３
６０
１
２
７６
８
１
９
３４
１８４
３３０

施設種別

入 所 授 産
通 所 授 産
小規模通所授産
福 祉 工 場
小 計

入 所 授 産
通 所 授 産
小規模通所授産
福 祉 工 場
小 計

通 所 授 産
小規模通所授産
小 計

就 労 継 続 支 援 Ａ 型
就 労 継 続 支 援 Ｂ 型

総 計

障害種別

身体障害者

知的障害者

精神障害者

平
成
二
十
一
年
度
身
体
障
害
者
・
知
的
障
害
者
相
談
員

専
門
研
修
会
を
開
催（
全
道
各
地
か
ら
大
勢
が
出
席
）

九
月
三
十
日
�
、北
海
道
と
�
北
海
道
身
体
障
害
者
福
祉
協
会
の
主
催

す
る「
平
成
二
十
一
年
度
身
体
障
害
者
・
知
的
障
害
者
相
談
員
専
門
研
修
会
」

が
、全
道
各
地
か
ら
身
体
障
害
者
相
談
員
四
十
名
、知
的
障
害
者
相
談
員
十

八
名
の
計
五
十
八
名
が
参
加
し
、札
幌
市
内
の
道
民
活
動
セ
ン
タ
ー
ビ
ル

で
開
催
さ
れ
た
。な
お
、こ
の
研
修
会
は
、身
体
障
害
者
相
談
員
と
知
的
障

害
者
相
談
員
が
、障
が
い
者
か
ら
の
更
生
援
護
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る

際
に
必
要
な
知
識
、面
接
技
術
等
の
習
得
の
機
会
を
設
け
、相
談
員
の
全
道

統
一
的
な
資
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
毎
年
開
催
し
て
い
る
。

【
主
催
者
挨
拶
】

開
催
に
当
た
り
主
催
者
で
あ
る
北

海
道
福
祉
局
障
が
い
者
保
健
福
祉
課

條
野
昌
和
（
じ
ょ
う
の
ま
さ
か
ず
）

課
長
か
ら「
道
に
お
い
て
は
、
現
在
、

北
海
道
障
が
い
者
条
例
が
本
年
三
月

に
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
道
民

の
ご
意
見
を
伺
う
た
め
、
各
地
で
タ

ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
開
催
す
る
な

ど
、明
年
四
月
の
完
全
施
行
に
向
け
、

準
備
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
、
今
年

度
か
ら
平
成

二
十
三
年
度

ま
で
を
計
画

期
間
と
し
て

策
定
し
た

「
第
二
期
北
海
道
障
が
い
福
祉
計

画
」
に
つ
い
て
も
着
実
な
推
進
を
図

り
な
が
ら
、
障
が
い
の
あ
る
方
々
の

地
域
生
活
へ
の
移
行
、
就
労
支
援
、

社
会
参
加
の
促
進
等
の
施
策
の
充
実

に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。
さ
ら
に
障
害
者
相
談
員
の
活
動

に
つ
い
て
も
、
障
が
い
の
あ
る
方
々

が
安
心
し
て
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会

の
実
現
に
資
す
る
た
め
、
よ
り
一
層

の
活
性
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
検
討
し

た
い
」
と
挨
拶
し
た
。

【
行
政
説
明
】

続
い
て
、
同
課
小
畑
正
彦
（
お
ば

た
ま
さ
ひ
こ
）
主
幹
か
ら
「
北
海
道

障
が
い
者
条
例
」
と
題
し
て
、
配
付

資
料
を
活
用
し
な
が
ら
、
①
暮
ら
し

や
す
い
地
域
づ
く
り
を
ど
う
進
め
る

の
か
、
②
就

労
支
援
は
ど

う
進
め
る
の

か
、
③
虐
待

や
差
別
な
ど

の
事
例
に
ど
の
よ
う
に
取
組
ん
で
い

く
の
か
、④
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、

⑤
障
が
い
者
相
談
員＝

北
海
道
障
が

い
者
条
例
に
基
づ
く
位
置
づ
け
な

ど
、
に
つ
い
て
具
体
的
で
判
り
や
す

い
説
明
が
あ
っ
た
。

【
講
演
Ⅰ
】

続
い
て
、
札
幌
弁
護
士
会
の
船
山

暁
子
（
ふ
な
や
ま
あ
き
こ
）
弁
護
士

か
ら
「
障
害
者
の
権
利
と
法
律
」
と

題
し
て
、
講
演
が
あ
っ
た
。

そ
の
概
要
は
、
障
が
い
者
の
権
利

と
は
何
か
、
憲
法
の
人
権
規
定
、
障

が
い
者
に
関

す
る
法
律
、

刑
事
責
任
と

民
事
責
任
な

ど
の
基
本
的

事
項
の
講
義
に
続
き
、
障
害
者
が
働

く
、
暮
ら
す
と
い
っ
た
生
活
の
中
で

適
用
さ
れ
る
法
律
と
実
際
の
運
用

（
成
年
後
見
制
度
を
含
む
）
に
つ
い

て
の
説
明
や
、
借
金
、
消
費
者
被
害
、

刑
事
事
件
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
ご
と
の

各
種
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
、
判
例
な

ど
を
紹
介
し
な
が
ら
噛
み
砕
い
た
講

演
が
行
わ
れ
た
。

【
講
演
Ⅱ
】

午
後
か
ら
は
、
Ｍ
Ｉ
Ｗ
工
房
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー

の
姉
帯
美
和
子
（
あ
ね
た
い
み
わ

こ
）
氏
か
ら
「
心
が
け
た
い
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
つ
ぼ
」
と
題
し
て

講
義
・
実
技
演
習
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
概
要

は
、
最
初
に

コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

の
基
本
に
つ

い
て
の
講
義

が
あ
り
、
続

い
て
受
講
者

全
員
が
実
技

演
習
に
参
加

し
、
始
め
は

隣
同
士
で
会

話
の
実
技
を
、
そ
の
後
は
八
人
が
一

つ
の
グ
ル
ー
プ
と
な
っ
て
、
う
ち
一

人
を
中
心
に
置
い
て
、
周
り
七
人
が

見
る
角
度
を
移
動
し
な
が
ら
見
る
立

場
に
よ
っ
て
認
識
す
る
違
い
を
、
受

講
者
一
人
ひ
と
り
が
体
験
す
る
と

い
っ
た
実
技
演
習
を
行
い
、
最
後
に

「
自
分
も
相
手
も
大
切
に
す
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
五
つ
の
キ
ー
ワ
ー

ド
」
を
改
め
て
確
認
し
な
が
ら
講
演

を
終
え
た
。

【
研
修
】

続
い
て
北
海
道
立
心
身
障
害
者
総

合
相
談
所
相
談
判
定
課
藤
本
千
鶴
夫

（
ふ
じ
も
と
ち
ず
お
）
課
長
か
ら
、

「
障
が
い
の
あ
る
人
た
ち
へ
の
相
談
・

面
接
の
あ
り
方
」
と
題
し
て
の
研
修

が
行
わ
れ
た
。

概
要
は
、

直
前
の
姉
帯

講
師
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
講
演

内
容
と
関
連
付
な
が
ら
、
障
害
者
か

ら
の
相
談
に
対
す
る
適
切
な
相
談
・

面
接
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
特
に
相

談
者
が
怒
っ
て
い
る
と
き
は
、
ゆ
っ

く
り
と
、
穏
や
か
に
対
応
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
具
体
的

で
、判
り
や
す
い
説
明
が
行
わ
れ
た
。

【
受
講
者
の
主
な
感
想
】

最
後
に
、
受
講
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト

に
寄
せ
ら
れ
た
感
想
を
紹
介
し
ま
す
。

①
北
海
道
障
が
い
者
条
例
に
つ
い
て

は
、
条
例
と
今
後
の
あ
り
方
に
つ

い
て
の
説
明
は
資
料
も
整
理
さ

れ
、
非
常
に
判
り
や
す
い
話
し

だ
っ
た
。
今
後
の
展
開
に
つ
い
て

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

②
障
害
者
の
権
利
と
法
律
は
、
大
変

た
め
に
な

っ
た
、
相

談
活
動
の

現
場
と
の

関
係
に
つ

い
て
も
話

し
て
ほ
し

か
っ
た
。

③
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ

ン
に
つ
い

て
は
参
考

に
な
っ
た
、

今
後
の
活

動
に
生
か
し
た
い
、
大
変
よ
か
っ

た
と
い
う
意
見
が
多
か
っ
た
。

④
藤
本
課
長
の
研
修
に
つ
い
て
は
、

第
三
講
目
と
の
関
連
か
ら
判
り
や

す
か
っ
た
。
相
談
者
が
怒
っ
て
い

る
と
き
の
対
応
が
参
考
と
な
っ

た
。

⑤
全
体
を
通
し
て
の
意
見
は
、
講
演

を
聴
い
て
理
解
し
た
こ
と
が
多

く
、
今
後
の
活
動
・
取
組
み
等
に

参
考
と
な
る
こ
と
が
多
く
有
意
義

で
あ
っ
た
、
質
問
時
間
を
多
く

と
っ
て
も
ら
い
た
い
、
も
う
少
し

講
義
な
ど
を
少
な
く
し
て
一
つ
一

つ
掘
り
下
げ
て
聞
き
た
い
、な
ど
。

発行人
（社団）北海道身体障害者
福祉協会会長 赤 坂 勝
札幌市中央区北２条西７丁目（かでる２・７）
電 話 ０１１‐２５１‐１５５１
ホームページwww．hokusinkyo．or．jp
北海道障害者社会参加推進センター
電 話 ０１１‐２５１‐９３０２
毎 月 ２５日発行
会員購読料（年）９０円

（会費に含む）
非会員 同 ２，０００円

「
ご
協
力
を
！
」
町
内
会
の
回
覧
協
力
に
よ
る
日
身
連
収
益
事
業
は
、
あ
な
た
の
協
会
に
還
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

平成２０年度 北海道における障がい者の平均工賃月額は１７，８１４円
～道内就労関係事業所における工賃（賃金）実績が公表されました～

この度、北海道から平成２０年度における障がい者の就労関係事業所の工賃（賃金）
実績が公表されました。概要は次のとおりとなっていますが、仕事の内容、障がいの
程度、働く時間等により、工賃（賃金）の支払額は変わりますので、同じ事業所種別
であっても単純な比較はできないことに注意ください。

記
１ 対象となる事業所等
身体・知的・精神障害者入所・通所授産施設（小規模通所授産施設を含む）、福
祉工場、就労継続支援Ａ型事業所、就労継続支援Ｂ型事業所
２ 対象となる工賃（賃金）の範囲
工賃、賃金、給与、手当、賞与その他の名称を問わず、平成２０年度中に事業者が
利用者に支払ったすべてのもの。
※ 年度途中で新設された事業所についても、設立月日に関わらず、新設後から
年度内で支払った実績を記載。

３ 北海道における平均工賃（賃金）月額
・全 体 月 額 １７，８１４円
・雇用契約有 月 額 ５９，６８８円
・雇用契約無 月 額 １４，６１６円（北海道働く障がい者応援プラン対象施設・事業所）
４ 障害種別の工賃実績状況

※「福祉工場」：身体障害者・知的障害者福祉法に基づく授産施設。障がい者が事
業主と雇用契約を結び働く場で、最低賃金の適用を受ける。

※「就労継続支援Ａ型」：障害者自立支援法に基づく施設。一般就労が困難な障害
者で雇用契約に基づき就労する者に訓練等を行う。特例として雇
用によらない者の利用も可能。

※「就労継続支援Ｂ型」：同上の施設。一般就労が困難な障害者の就労に必要な知
識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う。

５ 問い合わせ先
北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 地域・就労支援グループ

電話 ０１１�２０４�５２７８（直通） ＦＡＸ ０１１�２３２�４０６８

社 団 法 人 日 本 義 肢 協 会 会 員

受講中の障害者相談員の皆さん

守

姉帯美和子氏

藤本千鶴夫課長

小畑正彦主幹

釧
路
市
富
士
見
一
の
五
の
九

條野昌和課長

船山暁子弁護士

美
唄
市
東
七
条
北
四
丁
目
七
番
九
号

電
話（
〇
一
二
六
）六
二
�
〇
九
三
一
番

（平成２１年１０月２５日）北 海 道 身 体 障 害 者 新 聞昭和３０年３月２４日�
�

�
�第三種郵便物認可（第６６７号）（１）



 

平平
成成
二二
十十
一一
年年
十十
月月
一一
日日
かか
らら
北北
海海
道道
障障
がが
いい
者者
条条
例例
のの

「「
障障
がが
いい
者者
のの
権権
利利
擁擁
護護
」」のの
規規
定定
がが
施施
行行

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
に
公
布
さ
れ
た
北
海
道
障
が
い
者
条
例

（
正
式
に
は
「
北
海
道
障
が
い
者
及
び
障
が
い
児
の
権
利
擁
護
並
び
に
障

が
い
者
及
び
障
が
い
児
が
暮
ら
し
や
す
い
地
域
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る

条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
が
、
こ
の
度
、
公
布
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
同
条
例
第
三
章
の
「
障
が
い
者
の
権
利
擁
護
」

の
規
定
が
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
の
で
関
係
条
文

（
抜
粋
）
を
掲
載
し
ま
す
。
な
お
、
第
四
章
以
降
の
規
定
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

【
条
例
（
抜
粋
）】

第
三
章

障
が
い
者
の
権
利
擁
護

（
障
が
い
者
の
権
利
擁
護
）

第
十
九
条

道
及
び
道
民
等
は
、
地

域
で
暮
ら
す
障
が
い
者
の
権
利
擁

護
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
障
が
い
者
へ
の
配
慮
）

第
二
十
条

道
及
び
道
民
等
は
、
学

校
、
公
共
交
通
機
関
、
職
場
そ
の

他
障
が
い
者
が
生
活
を
す
る
た
め

に
必
要
な
場
に
お
い
て
合
理
的
配

慮
（
障
が
い
者
が
、
障
が
い
の
な

い
者
と
実
質
的
に
同
等
の
日
常
生

活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要

な
配
慮
を
い
う
。）
に
努
め
る
と

と
も
に
、
差
別
や
不
利
益
な
扱
い

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
虐
待
の
禁
止
）

第
二
十
一
条

何
人
も
、
障
が
い
者

に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
（
以

下
「
虐
待
」
と
い
う
。）
を
行
っ

て
は
な
ら
な
い
。

�

障
が
い
者
の
身
体
に
外
傷
が
生

じ
、
又
は
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る

暴
力
を
加
え
る
こ
と
。

�

障
が
い
者
に
わ
い
せ
つ
な
行
為

を
す
る
こ
と
又
は
障
が
い
者
を
し

て
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
さ
せ
る
こ
と
。

�

障
が
い
者
を
衰
弱
さ
せ
る
よ
う

な
著
し
い
減
食
又
は
長
時
間
の
放

置
及
び
遺
棄
等
監
護
す
べ
き
職
務

上
の
義
務
を
著
し
く
怠
る
こ
と
。

�

障
が
い
者
に
対
す
る
著
し
い
暴

言
又
は
著
し
く
拒
絶
的
な
対
応
そ

の
他
の
障
が
い
者
に
著
し
い
心
理

的
外
傷
を
与
え
る
言
動
を
行
う
こ

と
。

�

障
が
い
者
の
財
産
を
不
当
に
処

分
す
る
こ
と
そ
の
他
当
該
障
が
い

者
か
ら
不
当
に
財
産
上
の
利
益
を

得
る
こ
と
。

北
海
道
身
体
障
害
者
相
談
員

連
絡
協
議
会
総
会
が
開
催

道
内
の
身
体
障
害
者
相
談
員
で
組

織
す
る
北
海
道
身
体
障
害
者
相
談
員

連
絡
協
議
会
（
瀧
山
征
治
会
長
）
の

総
会
が
、
平
成
二
十
一
年
九
月
三
十

日
、
札
幌
市
内
の
道
民
活
動
セ
ン

タ
ー
ビ
ル
で
開
催
さ
れ
た
。

総
会
で
は
、滝
川
市
の
埴
渕
隆（
は

に
ぶ
ち
た
か
し
）
氏
が
議
長
に
選
出

さ
れ
、平
成
二
十
年
度
の
事
業
報
告
、

決
算
報
告
、
監
査
結
果
の
報
告
が
あ

り
、
審
議
し
た
結
果
、
原
案
の
と
お

り
承
認
さ
れ
た
。

続
い
て
、
平
成
二
十
一
年
度
事
業

計
画
案
及
び
収
支
予
算
案
が
提
案
さ

れ
審
議
し
た
結
果
、
原
案
の
と
お
り

承
認
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
出
席
会
員
か
ら
提
案
が

あ
っ
た
連
絡
協
議
会
会
則
の
一
部
改

正
、
東
北
・
北
海
道
身
体
障
害
者
相

談
員
研
修
会
参
加
者
へ
の
補
助
額
の

引
上
げ
、
会
費
納
入
の
際
の
手
数
料

取
扱
い
の
見
直
し
が
審
議
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
提
案
ど
お
り
議
決
し
た
。

最
後
に
、
事
務
局
に
お
い
て
会
員

未
加
入
者
に
対
す
る
加
入
促
進
の
取

組
み
を
強
化
す
る
こ
と
及
び
次
年
度

以
降
の
連
絡
協
議
会
総
会
の
案
内
に

は
役
員
名
簿
を
添
付
す
る
こ
と
を
求

め
て
閉
会
し
た
。

経済的な理由で地上デジタル放送がまだ受信できない
世帯への簡易チューナー給付支援の申込みの受付開始
－総務省地デジチューナー支援実施センターからのお知らせ－

平成２３年７月のアナログ放送終了・地上デジタル放送の移行に向
け、総務省において実施される受信機購入等支援（地上デジタル放送
を受信するための簡易なチューナーの無償給付など）については、先
月の身障新聞でお知らせしましたが、この度、総務省地デジチューナー
支援実施センター（運営団体：株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー
（ＮＴＴ－ＭＥ））においては、平成２１年１０月１日から、平成２１年度
地上デジタル放送受信機購入等支援の申込みの受付を開始したのでお
知らせします。
なお、この支援は、経済的に困窮度の高い世帯に対して、地上デジ
タル放送を視聴するために必要な最低限度の機器（簡易チューナー）
の無償給付等を行うものです。

記
１ 支援申し込みの受付期間
平成２１年１０月１日（木）～平成２１年１２月２８日（月）（消印有効）

２ 支援の対象者
以下のいずれかに該当し、ＮＨＫの放送受信料が全額免除となっ
ている世帯。
① 生活保護などの公的扶助を受けている世帯
② 障害者がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村民税非課税の措置
を受けている世帯
③ 社会福祉事業施設に入所されている方
３ 支援の申込先

総務省地デジチューナー支援実施センター
電話番号：０５７０�０３３８４０
Ｆ Ａ Ｘ：０４４�９６６�８７１９
受付時間：平日：９時～２１時、土・日・祝日：９時～１８時
※上記電話番号が利用できない場合：０４４�９６９�５４２５

４ 支援の内容
① 簡易なチューナーの無償給付
② アンテナ工事などが必要な場合、無償による工事等の実施
５ 申込書
次により申込書を入手のうえ、総務省地デジチューナー支援実施
センターに送付してください。
① 申込書は、総務省地デジチューナー支援実施センターから問合
せに応じて送付します。
② 申込書は、各市町村及びＮＨＫの窓口に用意している場合もあ
ります。

６ 問合せ先
① 地上デジタル放送受信のための支援に関する問合せ先
総務省地デジチューナー支援実施センター（上記３に同じ。）

② ＮＨＫの放送受信契約や免除に関する問合せ先
ＮＨＫ視聴者コールセンター
電話番号：０５７０�０００５８８
Ｆ Ａ Ｘ：０４４�８８８�４３４０
受付時間：平日：９時～２１時、土・日・祝日：９時～１８時
※上記電話番号が利用できない場合：０４４�８７１�８４４１
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第第４４８８回回北北海海道道障障害害者者ススポポーーツツ大大会会のの『『大大会会ススロローーガガンン』』とと
『『大大会会シシンンボボルルママーークク』』をを募募集集ししまますす！！

平成２２年７月１１日（日）に、北空知管内１市４町（深川市・妹背牛町・秩
父別町・北竜町・沼田町）において、「第４８回北海道障害者スポーツ大会」
が開催されます。
このため、来年の大会開催に向けて、本大会を道民の皆様に広く知って
いただくため、『大会スローガン』と『大会シンボルマーク』を募集します。
なお、応募作品は、これまでに未発表のもので北空知地方の特色を活か
したものとしますので奮ってご応募ください。
おって、本大会では、陸上・車椅子バスケットボール・フロアバレーボー
ル・サッカー・バレーボール・バスケットボール・ソフトボール・フット
ベースボールの８競技が行われます。

利
用
者
登
録
を
受
付
け
て
い
ま
す

北
身
協
で
は
本
年
度
か
ら
実
施
し

て
い
る
「
盲
ろ
う
者
通
訳
・
介
助
員

派
遣
事
業
」（
事
業
の
詳
細
は
本
年

四
月
の
身
障
新
聞
に
掲
載
）
の
利
用

者
（
盲
ろ
う
者
）
登
録
者
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
次
の
と
こ

ろ
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

北
海
道
身
体
障
害
者
福
祉
協
会

電

話
〇
一
一
―
二
五
一
―
一
六
四
四

Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
一
一
―
二
五
一
―
一
八
四
四

「
町
村
協
会
だ
よ
り
」
の
投
稿
を
お

待
ち
し
て
ま
す

今
月
の「
町
村
協
会
だ
よ
り
」は
、

都
合
に
よ
り
休
み
ま
す
。
な
お
、
こ

の
コ
ー
ナ
ー
は
町
村
協
会
の
元
気
な

取
組
み
を
会
員
へ
伝
え
る
場
で
あ
り

ま
す
の
で
、
ま
だ
、
投
稿
さ
れ
て
い

な
い
町
村
協
会
の
皆
さ
ん
か
ら
の
お

便
り
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

平成２２年度利用者募集のお知らせ

国立函館視力障害センターでは、視覚に障
害のある方々に対する就労移行支援や自立訓
練のための利用者を募集しています。
●募集内容
①就労移行支援（養成施設）
ア あん摩マッサージ指圧、はり、きゅ
う科専門課程（修業年限３年） ２０名

イ 募集期間 随時受付（２２年２月末まで）
② 自立訓練（機能訓練）

●問合せ先
国立函館視力障害センター指導課外来相談係
住所 ０４２�０９３２函館市湯川町１丁目３５�２０
電話 ０１３８�５９�２７５１

リ
フ
ト
付
貸
切
バ
ス

ハ
ー
ト
ケ
ア
福
祉
タ
ク
シ
ー
（
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
対
応
）

株
式
会
社

ラ
イ
フ
パ
ス

札
幌
市
北
区
篠
路
一
条
八
丁
目
六
番
三
〇
号

篠
路
自
動
車
学
校
内

電

話
（
〇
一
一
）
七
七
二
�
四
七
一
五

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
〇
一
一
）
七
七
一
�
一
四
〇
九

有
限

会
社

岩

見

沢

義

肢

岩
見
沢
市
緑
が
丘
二
丁
目
八
六
番
地
八

電
話
代
表（
〇
一
二
六
）二
二
�
一
五
五
〇
番

応 募 内 容 等
□ 「大会スローガン」は２０字以内で、封筒かハガキ、ファックス、
電子メールでご応募ください。

□ 「大会シンボルマーク」は、Ａ４判用紙にシンボルマークの図
案を描いて、封筒かファックス、電子メールでご応募ください。
※ お一人何点でも応募できます。作品には簡単な説明に加え、
住所・氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、その他（児童、生
徒、学生の場合は学校名・学年）を明記してください。

小学生以上
平成２２年２月１日� ※当日消印有効
大会ポスター・大会プログラムなどに使用
入賞された方には、記念品を贈呈します。
平成２２年２月下旬
※ 入選作品の著作権は、大会実行委員会に帰属します。

また、応募作品は返却しません。
宛 先 〒０７４�８６５０ 深川市２条１７番１７号

深川市役所 市民福祉部介護福祉課内
「第４８回北海道障害者スポーツ大会」事務局

電 話 ０１６４�２６�２１５２
Ｆ ａ ｘ ０１６４�２３�０８００
Ｅメール kaigofuk@city．fukagawa．lg．jp

項 目

１ 応 募 方 法

２ 応 募 対 象
３ 応 募 締 切
４ 使 用 目 的
５ 入賞記念品

６ 発 表

７ 応募先など

（２）（第６６７号）北 海 道 身 体 障 害 者 新 聞昭和３０年３月２４日�
�

�
	第三種郵便物認可（平成２１年１０月２５日）


